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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●特許出願の最終処分（審査官）  

          → 拒絶査定又は特許査定 

瑕疵がある場合  

  → 出願人又は一般公衆の権利・利益を害する 

  特許庁において再度審理する手続である審判制度 

●審判は，準司法的な手続  → 審決 
   専門的技術知識を有する機関である特許庁 

審決に不服のある場合 →知的財産高等裁判所に提訴 

   （裁判における一審である地裁が省略） 

審判制度 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 特許庁審判部説明会資料 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

権利化後 

権利化前 

●他に， 
 存続期間の延長登録無効の審判 
 除斥・忌避の決定審判 
 参加の許否の決定の審判  

拒絶査定不服審判 

特許無効審判 

訂正審判 

審判の種類 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●特許庁長官宛に，審判請求書を提出 

請求の趣旨，請求の理由等所定の事項を記載（１３１条１項） 

 
 方式審理 

 方式に違反しているときは補正命令が出され，応じないときには，決定をもって請
求書を却下する（決定却下） 

 適法性審理 

 審判請求の適法性を審理し不適法な場合，請求期間経過後に提出されたもの等
補正することができないものは補正の機会を与えずに，補正をすることができるも
のについては補正命令の後に，解消しなければ却下する（審決却下） 

審判請求 

審判請求の時期 
拒絶査定謄本の送達のあった日から３月以内（１２１条１項） 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

前置審査 

●前置審査の結果，原拒絶査定を維持できると判断した
ときは，特許庁長官への報告書を作成し，審判官の審理
に移る 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●審判官（通常３人の合議体）による審理 
      拒絶査定の理由が妥当であるか否かを中心に判断 

 審理の結果，拒絶査定の理由が妥当であると判断 

   ⇒ 「審判の請求は成り立たない。」という請求棄却の審決 
 

●拒絶査定の理由が不当であると判断 

    他に拒絶の理由があるか否かについて職権で調査 

 新たな拒絶の理由が発見されたときには，この拒絶の理由を審判請求人
に通知し，意見書又は補正書を提出する機会を与え，意見書・補正書によって
もなお拒絶すべきと判断されるときには，結果として拒絶査定が維持され
「審判の請求は成り立たない。」という請求棄却の審決 

 

●職権による調査の結果，拒絶の理由を発見できないときには， 
 「原査定を取り消す。本願の発明は特許すべきものとする。」容認審決 

 「原査定を取り消す。本願は更に審査に付すべきものとする。」差戻し審決 

拒絶査定不服審判の審理 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●職権進行主義 
 審判においては，審判長は，当事者又は参加人が法定又は指定した期間
内に手続をしないとき，又は指定の期日に指定の場所に出頭しないときに
も，審判手続を進行することができる（１５２条） 

●職権探知主義 
 審判においては，当事者が申し立てない理由についても審理すること
ができる（１５３条１項）。 ただし，請求人が申し立てない請求の趣旨につい
ては審理することができない（同条３項） 

職権探知主義と弁論主義 
 職権探知主義は，民事訴訟法の原則である弁論主義（裁判所の判決をするのに
，その基礎となる事実は，もっぱら当事者の弁論からだけ採用し，その真偽も当事
者間に争いがある場合に限って，確かめることとする）とは大いに異なる 

 これは，審決の結論が当事者間に止まらず一般の第三者にも及ぶ対世的な効力
を有するからである 

審判の手続き 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

審決の効力 

 審決が確定すると，単に審判の当事者のみならず，一般の
第三者に対しても効力が及ぶ（対世的効力） 

 

  

●審決は，合議体として審判官がする最終的な判断であり，裁判における
終局判決に相当する 

●審決は，審決の結論及び理由等一定の事項を記載した文書でもって行
われる（１５７条） 
●審判は審決があったときに終了する（１５７条１項） 

一事不再理の効力 

 無効審判においては，審決が確定し登録があったときには
審判参加者は同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効
審判を請求することができない（１６７条）  

審 決 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●特許になったものの中には，審査官・審判官の拒絶理由の見逃しや判
断の誤りがあり，本来，特許されるべきでなかったものも含まれている 

●このように瑕疵ある特許の存在は，権利者に不当な権利を与えるこ
とになるとともに，他の人の自由な実施を妨げることになり，産業の発達
を阻害する要因となる 

●本来，特許されるべきでなかったものについては，その特許を無効と
し，初めからなかったものとして遡及的に消滅させる道を設けておく必
要がある。 
このために設けられたのが無効審判の制度である 

→ 特許権侵害訴訟の対抗措置として， 
    無効審判が請求されることが多い 

趣 旨 

特許無効の審判 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●無効理由は，制限列挙（１２３条１項） 

●拒絶の理由（４９条）とほぼ同じであるが 

  １ 特許請求の範囲の記載形式（３６条６項４号）違反 

  ２ 出願の単一性の要件（３７条）違反 

は，特許権の内容である発明の実体的な瑕疵ではないので除外 

●訂正審判による訂正及び無効審判の手続における訂正が不適法で
あった場合には，当該訂正が特許の無効理由となる 

 

 

 請求項ごとの請求 

●特許請求の範囲に記載された請求項が２以上あるときは， 
   請求項ごとに審判請求が可能 

特許無効の理由 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●何人も請求することができる。 ただし，権利の帰属につい
ては，利害関係人のみ（共同出願（３８条）と冒認出願；１２３条２項） 

●無効審判を請求される者（被請求人）は， 
      特許原簿に登録されている特許権者 

無効審判を請求できる者，請求される者 

●特許権設定の登録後であれば， 

     特許権消滅の後でも請求可能（１２３条３項） 

請求できる期間 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●当事者（請求人と被請求人）対立の構造を採り，当事者の双方に平等に

言い分を述べる機会を与える（双方審尋主義） 

●実務においては，特許庁の審判廷において，当事者双方が出席し，公開

の場での口頭審理が原則 

 

 

●特許無効の審決が確定したときには，その特許権は初めから存在しな

かったものとみなされる（遡及的消滅） 

審決の効果 

審理の方式 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●審判の係属中に利害関係のある第三者がその審判の一方の当事
者に加わってその審判手続を追行すること 

 ○当事者参加（１４８条１，２項） 

   共同して審判を請求できる者が，請求人として参加 

 ○補助参加（１４８条３，４項） 

   審決の結果について利害関係を有する者が，当事者の一方を 

   補助するために参加 

●この参加は，当事者系の審判に適用され，査定系審判には適用さ
れない  

●審判の請求は，審決が確定するまでは，取下げ可能(１５５条１項） 

●無効審判については，答弁書の提出があった後は，相手方の承諾を得な
ければ，取り下げることができない（１５５条２項） 

参 加 

取下げ 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●訂正の審判は，特許権設定の登録後に特許権者が明細書，特許請求
の範囲又は図面に記載された事項を訂正することを目的として請求す
る審判（１２６条） 

→無効審判請求の対抗手段として利用されることが多い 

 
 特許権が設定登録をされた後は，明細書，特許請求の範囲は一種の権利書とな
るから，その内容はみだりに変更されるべきではない 

 しかしながら，特許請求の範囲の記載が広すぎたために，有効な特許である部分
を有しながら，全体が無効であると主張される場合や，明細書，特許請求の範囲又
は図面の記載に誤りがあるか不明りょうな記載があるため，権利範囲の解釈に無
用な紛争を生じることがある 

 これをそのまま放置すると特許権者に酷であり，第三者も不明確な権利の存在に
より煩わされることになる等，公益に反することとなる 

 このため，第三者に不測の損害を与えない範囲で特許権設定の登録後において
特許権者に訂正の機会を与えることとした 

訂正の審判 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

 ＜実質上拡張の例＞ 
特許請求の範囲において「加熱
下において」を「１００℃以下の
温度において」とする訂正は，
実質上の拡張となる 
 
 ＜実質上変更の例＞ 
温度を「３乃至５°Ｆ」を「３乃至
５℃」とする訂正 

 

訂正審判 

●訂正は，次に掲げる事項を目的とするもの 

  １ 特許請求の範囲の減縮 

  ２ 誤記又は誤訳の訂正 

  ３ 明りょうでない記載の釈明 

 

●特許明細書，特許請求の範囲 

     又は図面に記載の範囲内 
 

●実質上拡張又は変更不可 
 

●出願の際独立して特許可能：独立要件 

C=(F-32)×5/9 F:Fahrenheit 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●特許無効審判と同様に特許権消滅の後でも請求することができ
る（１２６条６項） 

 

●無効審判が特許庁に係属している間は訂正の審判をすることがで
きない（１２６条２項）＜訂正請求の機会に訂正可能＞ 

 

審決の効果 
●訂正を認容する審決が確定したときには，その訂正の効果は出願時に

まで遡及し，訂正後における明細書，特許請求の範囲又は図面により特
許出願，出願公開，特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定
の登録がされたものとみなされる（１２８条） 

請求できる期間 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●審判手続きに重大な瑕疵があるときなどは，確定した決
定や審決に対して再度審判を請求することができる（１７１条） 

●再審の理由は，民事訴訟法３３８条を準用（１７１条） 

 （例．証拠となった文書が偽造されたものであった） 

●再審により回復した特許権については効力が制限される 
（１７５条） 

  →取り消されていた期間の善意の実施には及ばない 

Ｑ：無効審判で特許権が有効と判断されて，権利行使により
損害賠償金を得た後に，再審で権利が無効となった場合に
賠償金の返還は必要か？ 

再 審 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

●審決に不服があれば，裁判所に訴えを提起 
 管轄裁判所は，知的財産高等裁判所（専属管轄）（１７８条） 

 

＜参考＞ 

・行政庁において，一審に相当す
る上級審の組織を備えているとこ
ろには，特許庁の他に，国税不服
審判所 海難審判庁などがある 

（行政審判制度） 

・査定系については，特許庁長官
を被告として，当事者系は審判に
おける相手方を被告として，訴えを
提起する 

裁判における三審制度の例外で一審省略 

＜通常の裁判＞ ＜審決取消訴訟＞ 

地裁 

高裁 

特許庁の審判 

知財高裁 

最高裁 

（控訴） 

（上告） （上告） 

（出訴） 

審決取消訴訟 
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29年度8【知的財産法】杉山 務 

ま と め 

ご清聴 ありがとうございました 

杉 山  務 
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９回（２０日：金）は，権利活用：自己実施，実施権 

③の提出 
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１ 審判制度 
(1)拒絶査定不服審判（121条）1 査定系 

・ 請求人は，拒絶査定を受けた者 

・ 拒絶査定謄本送達日から 3月以内に請求可 

・ 審判請求と同時に明細書の補正可能 

・ 補正があると審査官が前置審査を行う。 
 ★ 原査定をした審査官に限らない。 

(2)無効審判（123条）2 当事者系 

・ 請求人は，利害関係人 

・ 特許権設定から，権利消滅後も訴えの利益があれば請求可 時効に掛かれば不可 

・ 無効が確定すると遡及的に権利が消滅  

(3)訂正審判（126条）査定系 

 明細書又は特許請求の範囲の記載不備による争いを避けるため，又は無効審判により無効とされ

るのを避けるため 

・ 特許権設定後に特許請求の範囲，明細書又は図面の訂正 

・ 無効審判が係属中は，訂正審判の請求はできず，訂正請求で対応 

(4)存続期間延長登録無効（125条の 2）当事者系 

・ 医薬品又は農薬の特許権 

他の法律により実施できなかった場合の不適切な延長登録に対して請求 

２ 特許異議申立 

① 特許公報発行から６か月間に限り，何人も申立てができる3（113①） 

② 申立理由は公益的事由（新規性，進歩性，記載要件，補正要件等）のみ（113①） 

③ 書面審理のみ（118①） 

④ 申立書の理由及び証拠の要旨変更が可能な期間を，申立期間満了する時又は取消理由が通知さ

れる時の何れか早い時までに制限（115②） 

⑤ 複数の申立てがなされた場合，審判合議体が全ての申立理由を整理し，まとめて審理すること

を原則とする（120の 3）。また，特許権者が希望すれば，申立期間の経過を待つことなく速や

かに審理を開始する運用とする 

⑤ 申立ての内容について，審判合議体で審理し，特許の取消理由があると判断した場合にのみ，

特許権者に取消理由を通知し，意見の提出及び訂正の機会を付与（120の 5①） 

⑥ 手続の中で特許の訂正がなされた際に，申立人が意見を提出できるようにする（希望しない場

合等を除く）（120の 5⑤） 

⑦ 特許の取消しを受けた権利者のみ，不服の場合に知財高裁に出訴可（114⑤，178①） 

３ 無効審判・訂正審判との関係 
① 特許異議の申立てを創設することに併せて，無効審判の請求人を利害関係人に限定（123②） 

② 無効審判と同様に特許異議申立てが特許庁に係属した時から決定が確定するまでは，訂正審判

の請求を制限（126②） 

                                                   
1 （拒絶査定不服審判）第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は，その査定に不服があるときは，その

査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 
2 （特許無効審判）第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは，その特許を無効にすることにつ

いて特許無効審判を請求することができる。この場合において，二以上の請求項に係るものについては，請求項ご

とに請求することができる。 
3 （特許異議の申立て）第百十三条 何人も，特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り，特許庁長官に，特許

が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において，二

以上の請求項に係る特許については，請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 


